
平成２４～２５年度スケジュール 資料５

Ｈ24 ４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 Ｈ25 １月 2月 ３月 ４月 ５月 備考

1 議会報告・協議

2 地域公共交通会議

3
地域公共交通調査

事業補助金

4 コンサルタント委託

5 地域データの作成

6
地域の意向調査
（アンケート）

市民3,000票
(郵送）
高校生約400
票
（学校手渡）

7 方針検討

8
施策・事業計画の

立案

9 住民周知

10 実証実験

11
タクシー事業者との

協議・調整

12
予約システム、
予約センター

13 循環バス

14 巡回バス

15
デマンド交通
愛称選定

16
補助金申請、
予算編成
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地域概況、生活関連施設、公共交通実態、上位計画等調査 

調査票設計 
高校生 

配付・回収 入力、集計解析 

主要施策検討 

デマンド交通等具体的事業の検討 

デマンド交通 

精査、改善検討 

各地域での説明会 

予約システム構築 

新時刻表配布 

本
格
運
行
ス
タ
ー
ト

 

平
成
２
５
年
４
月

 

利用者ヒアリング 

計画骨子・素案、 

デマンド交通等協議 
公共交通基本 

計画等の承認 

デマンド交通 

等報告 

予算等協議 

交通基本計画 

案等の説明 

計画（案）及び 

本格運行の説明 

補助金申請 交付決定 実績報告 

委託契約 

パブリックコメント 

団体等への説明会 

基本的方向性の検討 

予約センター開設準備 予約システム 

契約 

エリア協議、運行委託料の設定等 21条運行許可申請 
4条申請 

等説明 
4条運行許可申請 

路線見直し 
ネットワーク計画申請 

24年度末廃止 

広報で 

愛称募集 

交通基本計画案、 

デマンド交通等協議 

運行準備 

（時刻表、車体表示板等） 

巡回バス 

廃止の周知 

燕市来年度 

予算要求 

予約センター業務委託者の選定 

H25ネットワーク 

計画申請 
H25生活交通確保計画 

補助金申請 

H24生活交通 

確保計画実績報告 

予約システム選定に係る調査 

実証実験 

住民 

配付・回収 

広報紙等を使った広報 

（必要に応じて開催） 

予約センター開設 

愛称発表 愛称選考 

申請準備 



巡回バス・循環バスが
　　　　　　来年４月から変わります ‼

どうなる？　こうなる！
みんなの公共交通　シリーズ 

　現在、市では皆さんの身近な交通手段として巡回・循環バスを運行しています。しかし、巡回バスは利用者が年々
減少しています。そこで、皆さんの利用しやすい交通手段とするため、また、来年5月の市役所新庁舎移転に向け、
公共交通全体を抜本的に見直し、新しい公共交通システムを導入します。

 ①

●「巡回バス」は来年３月末で廃止し、新しいシステムに変わります。

「循環バス」は路線を見直し停留所を増やし、引き続き運行します。

巡
回
バ
ス

●新しい交通システムとは？（予約制の乗合ワゴン車とは？）

　バス並みの料金で、タクシーの便利さを。新しい
交通システムは、電話で簡単に予約して、自宅や出
先から、決められた範囲内の希望する目的地まで行
くことができる大変便利な交通手段です。特徴は、
①タクシーのように「自宅」から乗り降りができま
　す。
②バスのように、同じ方向に用のある人たちが複数
　人乗るような、「乗り合い運行」をします。
③事前に電話などで「予約」が必要です。
④予約があった場所のみを経由して運行します。
⑤小型車両（ジャンボタクシーのようなワゴン車両）
　で運行します。

来年４月から運行を開始する新しい交通システムをご
理解いただくために、シリーズでお伝えします。

各地区をそれぞれ回るバス

燕地区
白ふじ号

　中央、南コース
　北１、北２コース

吉田地区
バーベナ号
　南部コース
　北部コース　

分水地区
さくら号
　南部コース
　北部コース　

循
環
バ
ス スワロー号

3地区を結ぶバス

新しい交通システム（予約制の乗合ワゴン車）に
変更

来年 3月末で廃止 引き続き運行

停留所の追加と
路線の見直し

こうなります

説明会を開催します！
　料金はいくら？　時刻表は？　どうやって
登録するの？　どこへ予約するの…？　など
について、説明会を開催する予定です。説明
会は、今後、順次開催していきます。日時、
会場などについては、広報つばめでお知らせ
します。

説明会を希望する団体は
お申し込みください
　各団体の皆さんからの出前講座の申し込み
も、随時受け付けています。職員が出向いて、
わかりやすく説明させていただきます。

●申し込み・問い合わせ

生活環境課交通政策係（燕庁舎）
☎ 0256・63・4341（直通）

　長く皆さんに愛されるような愛称を募集します。
　ドシドシ応募してください（1人何点でも可）。
●募集期間　10月 31 日㈬まで
●応募方法　はがき、ファクスもしくは電子メールで、
愛称と住所、氏名、電話番号を記入してお送りください。
愛称に対する思いなども記入いただければ幸いです。
●応募・問い合わせ　生活環境課交通政策係（燕庁舎）
☎ 0256・63・4341（直通）／ファクス 0256・63・4219
〒 959-1295　燕市白山町 2丁目 7番 27 号
Ｅメール　kankyo@city.tsubame.niigata.jp

みなさんから親しまれる

　予約制の
　乗合ワゴン車の　　　　　　　を募集します‼愛 称

●新しい交通システムの利用方法は？

出
か
け
る
と
き

①利用者

電話で予約
今日の（前日でも可）
10時の便で自宅から
○○商店まで予約します。

②予約センター

○○さんで
すね。今日
の 10時の
便で予約受
け付けまし
た。ご自宅
で待ってて
ください。

③ご自宅から ④目的地へ

④ご自宅へ ③病院・商店から ②予約センター ①利用者

今日の３時の便で○○商
店から自宅まで予約しま
す。

帰
る
と
き

商店へ

病院へ

　利用には事前登録が必要です。登録した利用者の方は、利用の 1 時間前までに予約センターに電話をし、住所、

氏名、利用希望時間、目的地などをオペレーターに伝えるだけで、車がお迎えに行き、目的地までお送りします。

商店や病院から電話で予約（予約受付）
○○さんで
すね。今日
の３時の便
で受け付け
ました。
○○で待っ
ていてくだ
さい。

（予約受付）

募集中 ‼

■車両イメージ
ちなみに…
三条市は「ひめさゆり」
胎内市は「のれんす号」
五泉市は「さくら号」
です！

■利用イメージ

スタート！

予
約
の
あ
っ
た
場
所
を

経
由
し
て
い
き
ま
す
。

目的地到着！

いってきま～す！

ただいま～！

●問い合わせ　生活環境課交通政策係（燕庁舎）
☎ 0256・63・4341（直通）
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●予約制の乗合ワゴン車は「東西２つのエリア」に分けて運行します。

どうなる？　こうなる！
みんなの公共交通　シリーズ 

①市が行った市民意向調査の結果をもとに、各地域住民の通院や買い物の動向、および一定時間内に目的地まで
到着するという時間的な面を考慮して、エリアを２つに分けて運行します。燕地区（横田地区含む）の「東エリ
ア」と吉田・分水地区（横田地区除く）の「西エリア」に分け、数台の車両を使って運行します。各エリア内な
ら、玄関先から玄関先までどこでも送迎します。
②エリアを越えての移動は、乗り継ぎをしていただく必要があります。また、市内を縦貫する循環バス「スワロー
号」は、両エリアをまたいで引き続き運行しますのでご利用ください。

 ②

●利用料金・運行日・運行時間について
●利用料金　300 円（小学生以下 100 円、未就学児は無料）※乗り継ぎには同一の料金が再度必要となります。
●運行日　　月曜日～金曜日　※祝日、年末年始（12月 29 日～ 1月 3日）は運行しません。
●運行時間　朝７時便～夕方５時便まで。１時間おきに運行し、１日 10便の運行です。

来年４月から運行を開始する新しい交通システムをご
理解いただくために、シリーズでお伝えします。

利用には「事前登録」が必要です

●説明会を開きます。誘い合って、おいでください！
●問い合わせ　生活環境課交通政策係（燕庁舎）
☎ 0256・63・4341（直通）

　今回は、来年２月から実証運行を開始する新しい公共交
通システム（予約制の乗合ワゴン車）について、運行エリ
アや利用料金、説明会の日程などについてお知らせします。

　利用者は、タクシーと同じように、予約センター（現在立ち上げ準備中）に電話で「○時便を予約しま
す」というように予約をしていただきます。予約センターでは 1時間前に予約を締め切り、予約された
複数人の乗降場所を登録し、運行ルートを決定します。すると、ワゴン車の運転手が決められたルートに
従い、利用者を順々にお迎えに行き、目的地までお送りします。

　4月から始まる新しい公共交通システムについて、皆さんのお住まいの地域にお伺いして、説明会を開催しま
す。新しい公共交通システムってどんなもの？　利用方法は？　それらの疑問をわかりやすく説明させていただ
きますので、ぜひお誘いあわせのうえ、おいでください。

説明会の会場は以下の通りです。（※どこの会場でもＯＫです）
日付 時間 会場

分
水
地
区

11 月 26 日㈪ 午後２時から 国上農村環境改善センター（てまりの湯となり）

11月 27 日㈫ 午後２時から 分水公民館

11月 29 日㈭ 午後７時から 分水福祉会館

11月 30 日㈮ 午後２時から 四箇村ふれあい館

12月 3日㈪ 午後２時から 分水保健福祉センター

12月 17 日㈪ 午後２時から 島上農村環境改善センター（島上小学校となり）

吉
田
地
区

12 月 5日㈬ 午後２時から 粟生津体育文化センター

12月 6日㈭ 午後７時から 吉田産業会館

12月 7日㈮ 午後２時から 吉田公民館

12月 10 日㈪ 午前 10時から 吉田北体育文化センター

12月 11 日㈫ 午後２時から 吉田ふれあいセンター（旧婦人会館）

12月 21 日㈮ 午後２時から 吉田老人センター

燕
地
区

12 月 12 日㈬ 午後７時から 総合文化センター

12月 13 日㈭ 午後２時から 藤の曲公民館

12月 14 日㈮ 午後２時から 南公民館

12月 18 日㈫ 午後２時から 小池公民館

12月 19 日㈬ 午後２時から 小中川公民館

12月 20 日㈭ 午後２時から 松長公民館

12月 25 日㈫ 午後２時から 西燕公民館

12月 26 日㈬ 午後２時から 東公民館

12月 27 日㈭ 午後２時から 川前公民館

　この新しいシステムを利用するには登録が必要
です。今回の広報つばめと一緒にお配りしました、
『利用登録票』を使って早めに登録をお願いしま
す。利用登録票は、市役所３庁舎まで提出をお願
いします。
　上記説明会の会場でも登録票を受け付けますの
で、お持ちいただきますようお願いいたします。

無料乗車券をプレゼント

　12 月末までに『利用登録票』を提出いただい
た人には、実証運行期間中（来年２月～３月）に
１回の乗車にお使いいただける、『無料乗車券』
を差し上げます。

1 回無料の

乗車券です！

　ぜひ、この機会に
登録し、まずは１回
使ってみてくださ
い。

西エリア西エリア
（吉田・分水地区）（吉田・分水地区）

★印は、エリアを越えて
乗降できる施設です。

循環バス路線循環バス路線

吉田駅吉田駅

吉田産業会館吉田産業会館

ビジョンよしだビジョンよしだ

吉田保健センター吉田保健センター

県立吉田病院県立吉田病院

新庁舎新庁舎

吉田北体育文化センター吉田北体育文化センター
（北部ターミナル）（北部ターミナル）

小池公民館小池公民館
（南部ターミナル）（南部ターミナル）

東エリア東エリア
（燕地区）（燕地区）

■印は「乗り継ぎターミナル」です。
エリアを越えて、★印の施設以外に移動する際は、新庁舎か
乗り継ぎターミナルで別の車に乗り換えていただきます。
※乗り継ぎになるかどうかは、予約時にオペレーターが案内
します。
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